
インボイス制度(適格請求書等保存方式)

ー令和5年度税制改正⼤綱を踏まえてー

発⾏︓オリオン税理⼠法⼈



A) 消費税とは
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して最終消費者が負担する税⾦です
当該租税は、納税義務者と実質負担者が異なる「間接税」となっています

2

１．消費税の基本的な仕組み

令和5年2月

10,000円 国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 消費税の納税義務者とは
 基準期間（前々事業年度）の課税売上⾼が1,000万円をこえる事業者

 基準期間（前々事業年度）のない新設法⼈の設⽴1期目及び2期目（ただし、当該事業年度開始の⽇に
おいて、資本⾦の額が1,000万円以上である法⼈を除く）

 その他、特定期間判定や、特定新規設⽴法⼈による納税義務の判定あり

• 【資本⾦1千万円未満の会社】
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２．消費税の納税義務者

令和5年2月

事業年度 1期目 2期目 3期目 4期目
課税売上⾼ 2,000万円 900万円 500万円 3,000万円
判定 免税 免税 課税 免税

インボイス制度によって影響を受ける



A) 課税事業者

B) 免税事業者
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３．消費税の原則的な計算

令和5年2月

売上 700万円

利益 300万円

費用 ▲400万円

支払消費税
30万円

支払法人税
90万円

消費税
70万円
消費税
▲40万円

⇒税率30％

全体で
120万円

売上 700万円

利益 330万円

費用 ▲400万円

支払消費税
0円

支払法人税
99万円

売上
70万円
費用

▲40万円

全体で
99万円



A) 課税事業者の現状

B) 仕入先がインボイス登録していない場合
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４．仕入先がインボイス登録していない場合

令和5年2月

売上 700万円

利益 300万円

費用 ▲400万円

支払消費税
30万円

支払法人税
90万円

消費税
70万円
消費税
▲40万円

⇒税率30％

全体で
120万円

売上 700万円

利益 260万円

費用 ▲400万円

支払消費税
70万円

支払法人税
78万円

消費税
70万円
費用

▲40万円

全体で
148万円
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５．免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置

令和5年2月

国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 免税事業者からの課税仕入の計算に係る原則的な取り扱い（令和11年10月1⽇以降）

B) 免税事業者からの課税仕入の計算（80％控除のケース）
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６．経過措置の具体的計算

令和5年2月

売上 700万円

利益 260万円

費用 ▲400万円

支払消費税
70万円

支払法人税
78万円

消費税
70万円

全体で
148万円

費用
▲40万円

売上 700万円

利益 292万円

費用 ▲400万円

支払消費税
38万円

支払法人税
87.6万円

消費税
70万円

全体で
125.6

万円

費用
▲8

万円

消費税
▲32万円



A) 令和５年税制改正⼤綱
• 小規模事業者に係る税額控除の経過措置

• 令和５年10月１⽇から令和８年９月30⽇までの⽇の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発⾏事業者となっ
たこと⼜は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適⽤を受けられないこととなる場合には、その課税期
間における課税標準額に対する消費税額から控除する⾦額を、当該課税標準額に対する消費税額に８割を乗じた額とすることによ
り、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の２割とすることができることとする。

• （注１）上記の措置は、課税期間の特例の適⽤を受ける課税期間及び令和５年10月１⽇前から課税事業者選択届出書の
提出により引き続き事業者免税点制度の適⽤を受けられないこととなる同⽇の属する課税期間については、適⽤しない。

A) インボイス登録をした小規模事業者の計算
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７．小規模事業者がインボイス登録をした場合

令和5年2月

売上 700万円

利益 316万円

費用 ▲400万円

支払消費税
70万円×20％

14万円

支払法人税
94.8万円

費用
▲40万円

全体で
108.8

万円

売上
56
万円

消費
税

▲14
万円



A) インボイス制度による各税目の負担額

※ 経過措置により令和5年10月1⽇から令和8年9月30⽇までの⽇の属する課税期間については課税売上⾼の2割となる。もちろん、
インボイス登録しなければ、免税事業者としてこれまで同様の負担額となる。
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８．まとめ

令和5年2月

項目 仕入先がインボイス登録していない
免税事業者の場合

自身が
免税事業者の場合

経過 R5/10/1前 10/1以後
原則

経過措置
80％

R5/10/1前 インボイス
登録後※

消費税等 30万円 70万円 38万円 0円 14万円

法⼈税等 90万円 78万円 87.6万円 99万円 94.8万円

合計 120万円 148万円 125.6万円 99万円 108.8万円

備考 仕入先が課
税事業者か
どうか確認
不要

仕入先が免
税事業者で
ある場合仕
入税額控除
がとれない

仕入先が免
税事業者で
も80％は仕
入税額控除
が可能

消費税の納
税負担がな
い

経過措置に
より課税売
上の20％を
納税する



A) インボイス制度により請求書等や帳簿管理が変わります
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９．インボイス制度での仕入税額控除

令和5年2月

課税期間の末⽇の
翌⽇から2か月を経
過した⽇から7年間
保存する必要がある

国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 買手が仕入税額控除を受けるためには、帳簿の他、売手から交付を受けた「適格請求書」等の
保存が必要

B) 令和5年10月1⽇から開始される
C) 適格請求書とは、登録番号が記載された、請求書や納品書その他これらに類するものをいう
D) 適格請求書を交付することができるのは税務署⻑の登録を受ける必要がある
E) 適格請求書の記載事項は下記のとおり
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10．インボイス制度（適格請求書等保存⽅式）

令和5年2月

国税庁「適格請求書保存方式の概要」
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



※適格請求書と簡易の違いは、上記⑥の、書類の交付をうける事業者の⽒名⼜は名称の記載
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11．具体的な請求書等の記載事例

令和5年2月

適格請求書 適格簡易請求書

国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除される

B) 令和5年税制改正⼤綱による措置
• 売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務

を免除する。
• （注）上記の改正は、令和5年10月1⽇以後の課税資産の譲渡等につき⾏う売上に係る対価の返還等に

ついて適⽤する。
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12．適格請求書の交付義務免除（売手）

令和5年2月

国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 適格請求書などの交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除
が認められる

B) 令和5年税制改正⼤綱による経過措置
• 基準期間における課税売上⾼が1億円以下または特定期間（前事業年度開始の⽇以後6か月の期間）

における課税売上⾼が5000万円以下である事業者が、令和5年10月1⽇から令和11年9月30⽇までの
間に国内において⾏う課税仕入については、当該課税仕入に係る支払い対価の額が1万円未満である場合
には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる
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13．帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合（買手）

令和5年2月

国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 簡易課税制度を選択している場合
• 簡易課税制度を選択している場合には、課税売上⾼から納付する消費税額を計算することから、適格請求書などの請求書等

の保存は、仕入税額控除の要件とはならない
B) 簡易課税制度とは

• 簡易課税制度とは、基準期間の課税売上⾼が5000万円以下であり、原則として適⽤を受けようとする課税期間の初⽇の前
⽇までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適⽤できる制度（ただし、R5/10/1-R11/9/30までの
課税期間は、免税事業者がインボイス登録をし簡易課税の届出を提出した場合は、当該提出期間から簡易課税制度の適⽤
が可能となる
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14．簡易課税制度を選択している場合

令和5年2月

R5/10/1-R8/9/30までは、免税
事業者が適格請求書発⾏事業者
となった場合には、みなし仕入れ率
が80％になる経過措置あり。故に、
卸売業以外は、当該経過措置を
適⽤することになる。

国税庁「適格請求書保存方式の概要」を加工
0020006-027.pdf (nta.go.jp)



A) 期限
• 令和5年3月31⽇まで。ただし、改正⼤綱により緩和され、4月以降９月末⽇までの申請においても10月1⽇からの登録申請

が可能となる
B) 登録にあたっての留意事項

① 登録を受けるかどうかは事業者の任意
② 適格請求書発⾏事業者になると・・・・

• 基準期間の売上⾼が1,000万円以下となっても、登録の効⼒が失われない限り、消費税の申告が必要です。
• 取引の相手⽅（課税事業者に限ります）から求めれたときは、適格請求書を交付しなければなりません（交付義務）。

③ 適格請求書発⾏事業者が登録の取り消しを求める場合・・・・
• 適格請求書発⾏事業者が、その翌課税期間の初⽇から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初⽇から起

算して15⽇前の⽇までに届出書を提出しなければなりません（改正⼤綱）。
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15．免税事業者の登録申請手続

令和5年2月

国税庁︓「消費税の仕入税額控除に
おける適格請求書等保存⽅式に関す
るQ＆A」を加工
01-01.pdf (nta.go.jp)

2月15日
までの届出で可



16．まとめ

インボイス制度により、仕入先が免税事業者であった場
合は、仕入税額控除が取れなくなる

これまで免税事業者であった者も取引先との関係上、
登録すべきかどうか慎重に検討する必要がある

発⾏する請求書等には、インボイスの登録番号を記載
する必要がある

適⽤時期はR5/10/1からであり、申請期限は4月以降
も可能となっている

免税事業者が不当な取り扱いを受けないよう、独占禁
⽌法、下請法等の取締りがあるので留意する

17令和5年2月



参考︓中小企業庁資料

18令和5年2月



参考︓中小企業庁資料

19令和5年2月



参考︓公正取引委員会資料

20令和5年2月



参考︓公正取引委員会資料

21令和5年2月



参考︓公正取引委員会資料

22令和5年2月



事務所紹介

23令和4年9月

オリオン税理⼠法⼈
〒171-0022
東京都 豊島区 南池袋3ｰ18ｰ36 富美栄ビル2階

TEL 03-5985-8006
FAX     03-5985-8007
Web http://orion-tax.jp

【事務所紹介】

代 表 水品靖芳
従業員数 11名
有資格者 税理⼠(6）、公認会計⼠(1)、⾏政書⼠(1)、証券アナリスト(1)、宅地建物取引⼠(1)

CFP®(2)、税理⼠科目合格者(3)

業務内容 相続・事業承継を中心に、上場企業から個⼈事業主までの税務顧問に加え、富裕層に対
する資産税アドバイス、企業買収・売却に関するアドバイスといった、会計・税務を基軸としたア
ドバイザリー業務を提供。


